
  

  

 令和２年１０月１日から異なる種類のワクチンの接種間隔が変更となります。 

 

 

◯ 同じ種類のワクチンを複数回接種する場合の接種間隔については，従来どおりとなりますので，詳しくは市のホームペー 

ジをご覧ください。  

例：Ｂ型肝炎１回目→Ｂ型肝炎２回目（２７日（４週間）以上の間隔をあけて接種） 

水痘１回目→水痘２回目（３か月以上の間隔をあけて接種） 
 

函館市 予防接種 検索 

 
注射生ワクチン 

ＢＣＧ・麻しん風しん混合 
水痘など 

 
経口生ワクチン 
ロタウイルス 

不活化ワクチン 

四種混合・二種混合 

日本脳炎・Ｂ型肝炎 

ヒブ・小児用肺炎球菌 

子宮頸がん予防など 
 

 

お問い合わせ  

函館市子ども未来部母子保健課 

函館市五稜郭町２３番１号（函館市総合保健センター１階） 

電 話 ３２－１５３３   ＦＡＸ  ３２－１５０６  

 

【接種間隔】

　　現行（令和２年９月３０日まで）

注射生ワクチン

経口生ワクチン

注射生ワクチン

不活化ワクチン

不活化ワクチン

注射生ワクチン

経口生ワクチン

経口生ワクチン

不活化ワクチン

２７日（４週間）以上あける

６日（１週間）以上あける

【接種間隔】

不活化ワクチン

注射生ワクチン

経口生ワクチン

不活化ワクチン

【接種するワクチン】 【次に接種する異なるワクチン】

注射生ワクチン

注射生ワクチン

経口生ワクチン

不活化ワクチン

経口生ワクチン

変更後（令和２年１０月１日から）

注射生ワクチン

経口生ワクチン

不活化ワクチン

２７日（４週間）以上あける

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし


